
徳富ダム建設工事共同事業者連携会議 会則

第１章 総 則

（名 称）
第１条 この会議は、徳富ダム建設工事共同事業者連携会議（以下、「連携会議」という。）

と称する。

（共同事業者）
第２条 徳富ダム建設工事共同事業者（以下、「共同事業者」という。）とは、次の事業を共

同で施行する者である。

(１)徳富川の治水対策として実施される「河川総合開発事業」
(２)徳富ダムを水源の１つと位置づける「国営かんがい排水事業〔樺戸（二期）地区〕」

（以下、「国営かんがい排水事業」という。）
(３)徳富ダムを水源と位置づける「西空知広域水道企業団水道事業」（以下、「水道事

業」という。）

第２章 目的及び連携会議所掌事務

（目 的）
第３条 連携会議は、共同事業の実施に関する事項について、情報交換、精査検証並びに相互調

整を行い、事業の円滑な推進を図ることを目的とする。

（所掌事務）
第４条 連携会議の所掌事務は、共同事業における次に掲げる項目とする。

(1)予算に関すること。
(2)実施内容及び実施状況に関すること。
(3)事業計画に関すること。
(4)事業評価の視点となる事項に関すること。
(5)その他、事業の円滑な実施のため、相互が連携して対応すべき事項。

第３章 構 成

（構 成）
第５条 連携会議は、次の共同事業者を構成員として構成し、情報交換や関係計画との相互

調整のため、次の道関係部局及び地元自治体を参加させるものとする。

事 業 名 機 関 名
共同事業者 河川総合開発事業 北海道建設部土木局河川課

北海道空知総合振興局札幌建設管理部
国営かんがい排水事業 北海道開発局農業水産部農業整備課

北海道開発局札幌開発建設部農業整備課
水道事業 西空知広域水道企業団事務局

道関係部局 国営かんがい排水事業 北海道農政部農村振興局農村計画課
水道事業 北海道環境生活部環境局環境推進課

地元自治体 月形町産業課
浦臼町産業建設課
新十津川町建設課
雨竜町産業建設課



第４章 座長

（座長）
第６条 連携会議に座長を１名置く。
２ 座長は、連携会議の招集及び進行を行う。
３ 座長は、北海道開発局札幌開発建設部農業整備課長とする。

第５章 連携会議の運営

（連携会議の運営）
第７条 連携会議は、概算要求時期、実施計画策定時期の他、必要に応じて随時開催する。

（情報公開）
第８条 連携会議の議事結果は、その要旨を取りまとめ、ホームページ等で公開する。

第６章 運営事務局

（運営事務局）
第９条 連携会議の会務を処理するために運営事務局を設ける。
２ 運営事務局は、次の機関の係等に置き、代表運営事務局は、北海道開発局札幌開発建設

部農業整備課に置く。

事 業 名 機 関 名
共同事業者 河川総合開発事業 北海道建設部土木局河川課河川開発グループ

北海道空知総合振興局札幌建設管理部治水課ダム漁港係
北海道空知総合振興局札幌建設管理部滝川出張所ダム建
設係

国営かんがい排水 北海道開発局農業水産部農業整備課企画調査係
事業 北海道開発局札幌開発建設部農業整備課

北海道開発局札幌開発建設部
樺戸農業開発事業所第３建設班第１えん堤係

水道事業 西空知広域水道企業団事務局
道関係部局 国営かんがい排水 北海道農政部農村振興局農村計画課

事業 国営調整グループ
水道事業 北海道環境生活部環境局環境推進課

水道グループ
地元自治体 月形町産業課整備係

浦臼町産業建設課土木係
新十津川町建設課都市管理グループ
雨竜町産業建設課土木林業グループ

（運営事務局の所掌事務）
第１０条 運営事務局は、次に掲げる事務を行う。

(1)第7条に規定する連携会議の議事に関する事項
(2)第8条に規定する連携会議の議事要旨の作成に関する事項
(3)その他連携会議が付託する事項

第７章 補則

（会則改正）
第１１条 この会則は、第５条に規定する連携会議の構成員の発議により、連携会議に出席

した構成員の合意を得て、改正することができる。
（附則）

この会則は、平成１８年 ４月 ７日から運用する。
平成１８年 ９月２８日 一部改正（機関名称）
平成１９年 ３月３０日 一部改正（機関名称）
平成１９年１０月 ９日 一部改正（座長、運営事務局）
平成２０年 ９月 ２日 一部改正（機関名称）
平成２１年 ７月 ３日 一部改正（機関名称）
平成２２年 ７月２７日 一部改正（機関名称）
平成２３年 ６月 ８日 一部改正（運営事務局）



参考資料

連携会議及び運営事務局の構成員等

連携会議の構成員等
事 業 名 機 関 名

共同事業者 河川総合開発事業 北海道建設部土木局河川課長
北海道空知総合振興局札幌建設管理部事業室長

国営かんがい排水事業 北海道開発局農業水産部農業整備課長
北海道開発局札幌開発建設部農業整備課長
北海道開発局札幌開発建設部
樺戸農業開発事業所長

水道事業 西空知広域水道企業団事務局長
道関係部局 国営かんがい排水事業 北海道農政部農村振興局農村計画課国営調整担当課

長
水道事業 北海道環境生活部環境局環境推進課水道担当課長

地元自治体 月形町産業課長
浦臼町産業建設課長
新十津川町建設課長
雨竜町産業建設課長

運営事務局 構成員等
事 業 名 機 関 名

共同事業者 河川総合開発事業 北海道建設部土木局河川課河川開発グループ主幹、
主査（計画）、主査（建設）
北海道空知総合振興局札幌建設管理部治水課長、ダ
ム漁港係長
北海道空知総合振興局札幌建設管理部滝川出張所主
幹

国営かんがい排水事業 北海道開発局農業水産部農業整備課
課長補佐（企画）、企画調査係長、水利第１係長
北海道開発局札幌開発建設部
農業整備課課長補佐（事業推進）
北海道開発局札幌開発建設部
樺戸農業開発事業所副長（技術）

水道事業 西空知広域水道企業団技術長
道関係部局 国営かんがい排水事業 北海道農政部農村振興局農村計画課

国営調整グループ主幹、主査（国営土地改良）
水道事業 北海道環境生活部環境局環境推進課

水道グループ主幹、主査（水道整備）
地元自治体 月形町産業課整備係長

浦臼町産業建設課技術長
新十津川町建設課都市管理グループ長
雨竜町産業建設課土木林業グループ主任主査


